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北九州市公告第１１５号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次 

の開発行為に関する工事が完了したことを公告する。 

  平成３０年２月２０日 

北九州市長 北 橋 健 治   

開発区域に含まれる地域の名称 開発行為者 

北九州市八幡西区真名子二丁目３０

５番９３、３０５番９４、３０５番

１３２から３０５番１３４まで、３

０５番１３６から３０５番１４５ま

で、３０５番１４７から３０５番１

６９まで、３６６番２、３７２番１

から３７２番６まで、３７６番１か

ら３７６番４まで、３７９番１から

３７９番３まで及び３８７番１７か

ら３８７番２３まで 

福岡県中間市中央五丁目１０番１

号 

コサック・建設コンサルタント有

限会社 

代表取締役 手嶋一代 

北九州市小倉南区大字横代２９１番 福岡県筑紫野市大字筑紫２５番地

１６（ステラファミーユ２０３号

） 

三村俊介 
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